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はじめに 

本計画は、現在、本市が保有する公共施設（一般建築物）について、維持保全や建替えなど個々

の具体的な対応方針を示すものです。取組を進めるにあたっては、時代の変化を見据え、その時々

のニーズを踏まえた公共施設（一般建築物）のあり方について柔軟に考えていくことが重要になり

ます。 

本市では、昭和 30 年代（1950 年代後半～1960 年代前半）から昭和 50 年代（1970 年代

後半～1980 年代前半）にかけて、千里ニュータウンをはじめとする住宅地開発によって人口が急

増し、その人口増加に合わせ、市民サービスを確保するため、学校や公民館などの多くの公共施設

を整備してきました。これらのうち、築 30 年を超える施設が総延床面積の約 7 割を占め、老朽化

が進んでいるため、各施設の維持保全や建替えに係る費用が膨らみ、今後の財政運営へ大きな負担

になると考えられます。 

また、本市における人口増加は、「吹田市第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」における第２

期人口ビジョンにおいて令和 22 年（2040 年）まで続くと想定しています。一方で、全国的な動

向と同じく少子高齢化が進んでおり、今後高齢者の増加に伴う社会保障関係経費の増大や生産年齢

人口(15 歳～64 歳）の減少による市税収入の減少が想定され、厳しい財政状況が継続することが

見込まれているところです。 

このような状況を踏まえ、公共施設（一般建築物）においては、これまで取り組んできた安全性

や快適性の確保はもちろんのこと、以下のような本市を取り巻く社会経済情勢の様々な変化に対応

することが必要です。 

⚫ デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

⚫ 国際連合が提唱する SDGs（持続可能な開発目標）の理念の浸透 

⚫ 地球温暖化による気温の上昇 

⚫ 自然災害の激甚化 

⚫ カーボンニュートラルを目指したエネルギー技術の進化 

⚫ 労働市場における人手不足 

⚫ 物価や人件費の高騰による建設費の増加 

 

将来にわたり膨大な費用が見込まれる中で、本計画を 5 年ごとの見直し時期に併せて改訂するこ

とで対策をより実効性のあるものとし、持続可能なまちづくりの実現に向けて、効果的かつ効率的

な取組に努めてまいります。 
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